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葛飾区子ども・子育て会議条例の一部改正について 

 

 

 

１ 改正理由 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和

４年法律第 76 号）の施行による子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、

条例の引用条文を改正するもの 
 
 

２ 改正内容 

  条例第１条及び第２条で引用する「法第 77 条」を「法第 72 条」に修

正するもの 
 
 

３ 新旧対照表（改正部分抜粋） 

  裏面のとおり 
 
 

４ 施行予定期日 

  令和５年４月１日 
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葛飾区子ども・子育て会議条例(改正部分抜粋) 新旧対照表 

 

旧 新 
（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24

年法律第 65 号。以下「法」という。）第

77 条第１項の規定に基づき、葛飾区長

（以下「区長」という。）の附属機関と

して、葛飾区子ども・子育て会議（以下

「子育て会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第 77 条第１項

各号に掲げる事務のほか、区長が必要と

認める事務を処理するものとする。 

 

第３条～付則 略 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24

年法律第 65 号。以下「法」という。）第

72 条第１項の規定に基づき、葛飾区長

（以下「区長」という。）の附属機関と

して、葛飾区子ども・子育て会議（以下

「子育て会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第 72 条第１項

各号に掲げる事務のほか、区長が必要と

認める事務を処理するものとする。 

 

第３条～付則 略 
 
   付 則 
 この条例は、令和５年４月１日から施

行する。 
 
 

 

 



参考資料
(改正前)


